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図 1-1-1　世界の年平均気温偏差図 1-1-1　世界の年平均気温偏差 図 1-1-2　「いぶき」の観測データに基づく図 1-1-2　「いぶき」の観測データに基づく

全大気中の二酸化炭素濃度の月別平均値全大気中の二酸化炭素濃度の月別平均値

第１章　地球温暖化の現状と対応

1　地球温暖化への対応の必要性

01-64-本文_1.indd   101-64-本文_1.indd   1 2018/03/21   14:102018/03/21   14:10



2

３℃上昇：大規模で不可逆

的な氷床の消失により海面

上昇等のリスク

２℃上昇：北極海氷やサン

ゴ礁に非常に高いリスク

１℃上昇：極端現象（熱波、

極端な降水、沿岸域氾濫等）

のリスク

気候要素の変化
気温上昇、

降雨パターンの変化、
海面水位上昇等

温室効果ガスの増加

化石燃料の使用による
二酸化炭素の排出等

緩和
温室効果ガスの
排出を抑制する

適応
現在及び将来の
気候変動の影響に

対処する

温暖化による影響

自然環境への影響
人間社会への影響

図 1-1-3　世界の平均地上気温の変化と気候変動予測図 1-1-3　世界の平均地上気温の変化と気候変動予測
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ア 　「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）」の採択（2015 年 9 月）

持続可能な開発目標は、国連サミットにおいて全会一致で採択され、先進国を含

む国際社会全体の開発目標として、2030 年を期限とする包括的な 17 の目標を設定し、

「誰一人取り残さない」社会の実現を目指し、経済・社会・環境をめぐる広範な課題に、

統合的に取り組むこととされている。17 の目標には、「気候変動及びその影響を軽減

するための緊急対策を行う」という目標のほか、「全ての人々の、安価かつ信頼でき

る持続可能な近代的エネルギーへのアクセスを確保する」など地球温暖化対策等に

関連する項目が挙げられている。

イ　 「パリ協定」の採択及び発効（2015 年 12 月採択、2016 年 11 月発効）

パリ協定では、「地球温暖化を抑制するために産業革命前からの気温上昇を２℃よ

2　地球温暖化対策等に関する社会状況の変化
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り十分に低く抑え、さらに 1.5℃以内に向けて努力する」という世界共通の目標（２℃

目標）が合意された。この目標は、「人為的な温室効果ガスの排出と吸収源による除

去の均衡を今世紀後半に達成する」ことを目指していくものとなっており、温室効

果ガス排出量の削減に向けて、気候変動枠組条約締約国全てが参加し、目標を５年

ごとに提出・更新することとなった。

また、パリ協定では、気候変動への適応能力を拡充し、強靭性を強化し、脆弱性

を低減させるとしている。

ア　国が「気候変動の影響への適応計画」を策定（2015 年 11 月）

国は 2015 年 11 月に、政府全体として気候変動の影響への適応策を計画的かつ総

合的に進めるため、「気候変動の影響への適応計画」（以下「適応計画」という。）を

閣議決定した。

この適応計画は、気候変動の影響による国民の生命、財産及び生活、経済、自然

環境等への被害を最小化あるいは回避し、迅速に回復できる、安全・安心で持続可

能な社会の構築を目指しており、分野別施策として、次の７分野における取組等を

設定している。

○農業、森林・林業、水産業　○水環境・水資源　○自然生態系

○自然災害・沿岸域　○健康　○産業・経済活動　○国民生活・都市生活

イ　国が「地球温暖化対策計画」を策定（2016 年 5 月）

国は、パリ協定の採択や 2015 年 7 月に国連に提出した「日本の約束草案」を踏まえ、

我が国の地球温暖化対策を総合的かつ計画的に推進するための計画である「地球温

暖化対策計画」を 2016 年 5 月 13 日に閣議決定した。

同計画では、温室効果ガス排出量を 2030 年度に 2013 年度比で 26％削減するとの

中期目標について、各主体が取り組むべき対策や国の施策を明らかにし、削減目標

達成への道筋をつけるとともに、長期的目標として 2050 年までに 80％の温室効果ガ

スの排出削減を目指すことを位置付けており、我が国が地球温暖化対策を進めてい

く上での礎となっている。

○目標：2020 年度削減目標 2005 年度比 3.8％減

　　　　2030 年度削減目標 2013 年度比 26.0％減

○長期的な目標を見据えた戦略的取組として 2050 年度までに 80％削減を目指す
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第２章　これまでの川崎市の地球温暖化対策等

1　川崎市の地球温暖化対策等の経過
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出典：川崎市資料

2　川崎市の温室効果ガス排出量の推移
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部門 1990年度 2013年度
2015年度
暫定値1990年度

からの増減
1990年度比

1990年度
からの増減

1990年度比

エネルギー転換 349.3 242.0 -107.3 -30.7% 264.3 -85.0 -24.3%

産業 1,711.9 1,448.4 -263.5 -15.4% 1,379.6 -332.2 -19.4%

民生（家庭系） 110.8 213.8 103.0 93.0% 192.3 81.6 73.7%

民生（業務系） 102.0 211.5 109.6 107.4% 207.7 105.8 103.7%

運輸 124.7 122.8 -1.9 -1.5% 113.5 -11.3 -9.0%

廃棄物 44.8 45.2 0.5 1.1% 48.4 3.6 8.1%

工業プロセス 93.4 75.3 -18.2 -19.4% 65.8 -27.6 -29.6%

全部門 2,536.8 2,359.0 -177.8 -7.0% 2,271.7 -265.1 -10.4%

※合計値は四捨五入の関係で、マトリックス表の数値及び各欄の合計値と必ずしも一致しない。

※国の算定マニュアルの改定等に伴い再算定した値であり、これまでの公表値と異なる。

出典：川崎市資料
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【川崎市・2015 年度暫定値】 【国・2015 年度】

工業プロセス部門 工業プロセス部門

図 2-2-2　2015 年度の二酸化炭素排出量の部門別構成比図 2-2-2　2015 年度の二酸化炭素排出量の部門別構成比
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第6回CC等々力エコ暮らしこフェア

地球温暖化防止活動推進員の環境出前授業

かわさきエコ暮らし未来館での

太陽光発電所見学ツアー

3　主な取組の状況
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ア　計画の位置づけ、構成等

本計画は、条例第６条に規定する地球温暖化対策推進基本計画（以下「基本計画」

という。）であり、条例第７条及び基本計画に基づき、地球温暖化対策のために実施

する措置に関する地球温暖化対策推進実施計画（以下「実施計画」という。）を別に

定める。

なお、法第 21 条第３項に規定されている地方公共団体実行計画（区域施策編）及び、

同第１項に規定されている地方公共団体実行計画（事務事業編）としても位置づける。

第３章　計画の基本的事項

1　計画改定の主旨

2　計画の基本的事項
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イ　関係する分野別の計画等との整合

基本計画は、「川崎市一般廃棄物処理基本計画」や「川崎市緑の基本計画」など、

温室効果ガスの排出抑制等に関係のある分野別の計画等との整合を図る。

また、2010 年計画策定後、地球温暖化対策等に関係する方針を策定しているが、

計画改定にあわせて、「川崎市エネルギー取組方針」、「川崎市スマートシティ推進方

針」、「川崎市気候変動適応策推進方針」については、その取組を本計画に位置づけ、

統合し、一体的に対策を進めていく。
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ア　対象とする取組

市民生活や事業活動における温室効果ガス排出量の削減を行う「緩和策」に加え、

既に現れている影響や中長期的に避けられない影響に対する「適応策」も含めた計

画とする。

イ　対象ガス

対象とする温室効果ガスは、①二酸化炭素（ＣＯ２）、②メタン（ＣＨ４）、③一酸化二窒

素（Ｎ２Ｏ）、④ハイドロフルオロカーボン類（ＨＦＣｓ）、⑤パーフルオロカーボン類（ＰＦ

Ｃｓ）、⑥六ふっ化硫黄（ＳＦ６）及び⑦三ふっ化窒素（ＮＦ３）の７物質とする。

HFCHFCs

第１期間

総合計画の実施計画と整合性を図りながら概ね 4 年程度
を目処に策定

2030年度2018年度

2018〜2021年度｛
基本計画

実施計画

01-64-本文_1.indd   1701-64-本文_1.indd   17 2018/03/21   14:102018/03/21   14:10



18

エコ暮らし（スマートライフスタイル）が定着し、エネルギーの最適利用など
により、温室効果ガス排出量が削減されるとともに、気候変動の影響への適応
策が進み、市民の健康で快適な暮らしや地域経済の活性化が図られている。

波及効果の例

▶ 健康・快適で誰もが暮らしやすい生活

　環境の実現

▶ 連携・協働による地域活動の活発化

○環境に配慮した低炭素なライフスタイルや価値観が浸透し、省エネ・省資源のための行動や製品・
　サービスを選択する「エコ暮らし」を実践する市民が増えている。
○家電製品の省エネ性能に関する技術革新が進み、環境に配慮した暮らしを無理なく実践できるよう
　になっている。
○再生可能エネルギーや、よりCO2排出の少ない電気などエネルギーを賢く選択している。

　今後、市民・事業者・行政が共通の目標をもって地球温暖化対策等の取組を進めること

ができるよう、2030 年のまちの姿として、「目指すべき低炭素社会のイメージ」を掲げる。

市民生活のイメージ

第４章　川崎市が目指す地球温暖化対策等

1　将来的に目指すべき低炭素社会のイメージ（2030年のまちの姿）
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都市の機能において、エネルギーマネジメントシステムをはじめ、ICTやデー
タの利活用による創エネ・省エネ・蓄エネの取組が進められるとともに、都市
機能がコンパクトに集積し、一人ひとりが豊かさを実感できるスマートなまち
づくりが行われている。

川崎の強みである環境技術の利活用を通じて、温室効果ガス排出量のさらなる
削減を実現している。

○環境に配慮した住宅・建物が増え、LED照明やコージェネレーションシステム、燃料電池などの
　高効率なエネルギー機器が利用されている。
○住宅やオフィスビル、工場・事業場などへのエネルギーマネジメントシステム（EMS）導入、モノ
　のインターネット（IoT）、人工知能（AI）などの活用により、エネルギーの最適利用が進んでいる。

○事業活動において省エネルギーの推進や再生可能エネルギーなどの利用、エネルギーの最適利用
　などが進み、低炭素型のビジネススタイルが浸透している。

都市のイメージ

産業のイメージ

波及効果の例

▶ 市民生活の利便性や質の向上

▶交通流の円滑化、移動時間短縮

▶緑にふれあえる場の確保、生物多様性の保全

▶災害時における都市の防災機能の強化

波及効果の例

▶エネルギーと資源の効率的利用に

　よる経済性の向上

▶産業及び地域経済の活性化

○公共交通機関や徒歩、自転車などでの移動がしや
　すく、次世代自動車の利用が進むなど、人と環境
　にやさしい交通・輸送ネットワークが構築されて
　いる。
○緑や水辺によるクールスポットが増え、公園緑地な
　どが憩いの場として機能している。

○革新的な環境技術の利用や地球温暖化対策に資する技術の
　研究・開発が進み、低炭素型産業が集積されている。
○臨海部では、高効率な設備等により資源・エネルギー循環・
　エネルギー高効率型のスマートコンビナートが実現している。
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国際的な環境活動や環境技術の移転を通じ、地球全体での温室効果ガス排出量
削減に貢献する取組が活発化している。

市民・事業者・行政の各主体がその重要性を認識し取り組むとともに、各主体
の連携・協働の取組が一層進んでいる。

○多様な主体の連携・協働のもと、地域や学校、職場などで地球温暖化対策や気候変動に関する環境
　教育・環境学習が活発化している。
○多様な主体の連携・協働が進み、「エコ暮らし」の実践やまちの緑化など、地域での環境保全活動
　が活発化している。

環境技術・環境産業を通じた貢献のイメージ

連携・協働のイメージ

波及効果の例

▶新たな産業の創出による地

　域経済の活性化

▶国際貢献による都市のイメ

　ージ向上

▶環境技術による市民生活の

　利便性や質の向上

波及効果の例

▶連携・協働による地域活動

　の活発化

▶地域のつながりや家族のき

　ずなの深化

▶まちづくりへの市民参画の

　促進

優れた環境技術・
環境産業

環境技術を紹介する
展示会、イベント

海外支援・協力
（研修・視察受入、技術協力等）

○川崎の特徴と強みである環境技術・環境産業の集積を活かし、地球温暖化対策に資する製品・サー
　ビスの国内外への提供や、海外との環境技術の交流・移転、環境人材の育成・交流が活発化し、川崎
　の活力源になっている。
○環境技術・環境産業を身近に学べる機会が増え、優れた環境技術・環境産業が市民生活や事業活動
　に取り入れられている。
○事業者・大学・研究機関・ＮＰＯなど多様な主体との連携・協働のもと、先進的な省エネルギー
　技術や水素社会の実現に係る技術など、脱炭素社会を見据えた研究開発や実証が進んでいる。
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マルチベネフィットの地球温暖化対策等により低炭素社会を構築

2　地球温暖化対策等の基本理念等
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ア　温室効果ガス排出量の削減を進めるア　温室効果ガス排出量の削減を進める

イ　再生可能エネルギー等の導入とエネルギーの最適利用を進める

ウ　気候変動への適応を進める

エ　環境技術・環境産業により貢献する

オ　市民・事業者・行政の連携・恊働を進める
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3　温室効果ガスの排出量の削減目標等
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ア　目標設定の考え方

川崎市の温室効果ガス排出量の将来推計、将来的に目指すべき低炭素社会のイメー

ジを踏まえ、以下の点を考慮し、本計画の 2030 年度の温室効果ガス排出量の削減目

標を設定する。

イ　温室効果ガス排出量の目標

2010 年計画の取組や国の地球温暖化対策計画と連携した取組による削減効果を踏

まえ、1990 年度比 30％以上削減、2013 年度比 20％以上削減する目標を掲げる。
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※国の地球温暖化対策計画において、一定の経済成長を見込み、エネルギーの供給側における対策が実施され、

　かつエネルギー需要側の対策が成果を挙げた場合に達成できると試算された数値を参考として、川崎市内に

　おける削減目安量を示したもの。

ウ　部門別の二酸化炭素排出量の目安

2010 年計画の取組や国の地球温暖化対策計画と連携した取組により、各部門にお

ける排出量の目安（※）は次のとおりとなる。なお、川崎市では人口が大きく増加して

いることから、民生部門（家庭系）の 2030 年度の排出量の目安は基準年度比でも増

加するが、世帯あたり排出量の目安では削減となっている。

基準年度
（1990） 

国の基準年度
（2013） 

長期的な水準年度
（2050） 

新たな目標年度
（2030） 

▲30%以上  

▲20％以上 

▲13.8％

今までと同様の取組だけでは人口増加、産業推移など
により排出量は増加（2013年度比＋3％）するが、国
の地球温暖化対策計画と連携した取組により、1990
年度比30％以上、2013年度比20％以上削減する。

図 4-3-2　温室効果ガス排出量の削減目標図 4-3-2　温室効果ガス排出量の削減目標
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1990 2013 2030 2050 2100

市民満足度の向上

環境技術の蓄積

温室効果ガス排出量の削減
（脱炭素社会の構築への積極的な貢献）

脱炭素社会

長期的な視点
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第５章　施策の方向性

1　基本的方向
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Ⅰ 低炭素で快適な市民生活
　 のまち

Ⅷ 環境技術・環境産業で
　 貢献するまち

Ⅱ 低炭素な事業活動のまち

Ⅲ 再生可能エネルギー等の
　 導入とエネルギーの最適
　 利用による低炭素なまち

Ⅳ 低炭素な交通環境のまち

Ⅴ 多様なみどりが市民を
　 つなぐまち

Ⅵ 低炭素な循環型のまち

Ⅶ 気候変動に適応し安全で
　 健康に暮らせるまち

基本理念

温室効果ガス排出量の
削減目標

マルチベネフィットの
地球温暖化対策等により
低炭素社会を構築

基本方針

1 温室効果ガス排出量の削減
を進める

2 再生可能エネルギー等の導
入とエネルギーの最適利用
を進める

3 気候変動への適応を進める

4 環境技術・環境産業により
貢献する

5 市民・事業者・行政の連携・
協働を進める

2030年度までに1990年度比30%
以上（2013年度比では20%以上）の
温室効果ガス排出量の削減を目指す

＜8つの基本的方向＞

2　施策体系
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１ 市民生活における温室効果ガス

　 排出量削減の推進

＜12の施策の方向性＞ ＜30の施策＞

１ 環境技術・環境産業による貢献

　 の推進

１ 事業活動における温室効果ガス

　 排出量の削減の推進

１ 再生可能エネルギー等の導入と

　 エネルギーの最適利用の推進

１ 交通における温室効果ガス排出量

　 削減の推進

１ 緑地の保全・緑化等の推進

１ 循環型社会形成の推進

１ 気候変動適応策の推進

① エコ暮らし（スマートライフスタイル）の推進

　 住宅の創エネ・省エネ・蓄エネの総合的取組の推進（Ⅲで掲載）

～ＣＣかわさきエコ暮らし・未来へつなげる30プラン～
30施策により2030年度までに30%以上の温室効果ガス削減を目指して

① 環境技術の普及と次世代技術の開発等の推進

② 環境技術を活かした国際貢献の推進

① 大規模事業者における温室効果ガス排出量の削減の推進

② 中小規模事業者における温室効果ガス排出量の削減の推進

③ スマートコンビナート等の推進

① エネルギーの地産地消・自立分散の推進

② エネルギーの最適利用の推進

③ 次世代エネルギー等の導入の推進

① 環境にやさしい交通ネットワークの整備の推進

② 公共交通機関の利便性向上の推進

③ 次世代自動車等の普及の推進

① 樹林地・農地の保全と緑化の推進

② 公園緑地の整備の推進

③ 水辺空間の活用の推進

① 市民生活における廃棄物の３Ｒの推進

② 事業活動における廃棄物の３Ｒの推進

③ 廃棄物処理における温室効果ガス排出量の削減の推進

① 治水・水害対策の推進

② 熱中症対策の推進

③ 感染症対策等の推進

④ 暑熱対策（ヒートアイランド対策含む）の推進

⑤ 気候変動に関する観測・分析、調査研究等の推進

① 市施設における温室効果ガス排出量の削減の推進

② 公用車における次世代自動車の導入等の推進

③ 環境に配慮した契約や物品購入の推進

① 新築建築物の省エネ化・ゼロエネ化の推進

② 既築建築物のエネルギー性能の向上の推進

２ 環境教育・環境学習の推進

２ 環境に関する総合的な研究の推進

２ 市役所の率先取組の推進

２ 建築物のエネルギー性能の向上

① 環境教育・環境学習の推進

① 環境に関する総合的な研究の推進

01-64-本文_1.indd   3101-64-本文_1.indd   31 2018/03/21   14:112018/03/21   14:11



32

①　エコ暮らし（スマートライフスタイル）の推進

　　市民生活における温室効果ガス排出量の削減に向けては、生活の質の向上も考慮しな

　がら、節電などの環境に配慮した行動、省エネ機器等の選択・導入、さらに再生可能エ

　ネルギーの利用など「エコ暮らし」の実践を定着させていく必要がある。

　　このため、市民・事業者などのさまざまな主体と連携し、各区の特徴を活かした取組

　やうちエコ診断の活用などの幅広い普及啓発を実施するとともに、ＩＣＴを効果的に活

　用した取組などを推進していく。

○　住宅の創エネ・省エネ・蓄エネの総合的取組の推進（Ⅲ 再生可能エネルギー等の導

　入とエネルギーの最適利用による低炭素なまちに掲載）

Ⅰ　低炭素で快適な市民生活のまち
施策の基本的方向

1　市民生活における温室効果ガス排出量削減の推進
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①　環境教育・環境学習の推進

　　地球温暖化対策等の推進には、市民・事業者・行政がそれぞれの役割に応じて取組を

　進め、気温上昇や強雨の発生、生物多様性への影響などを含めて地球環境に関する理解

　を向上させていく必要がある。このため、副読本等を活用した環境教育の推進、川崎市

　地球温暖化防止活動推進員による学校、地域等での環境教育・環境学習、区役所におけ

　る取組などを推進していく。

　　また、川崎区浮島町にある「かわさきエコ暮らし未来館」、麻生区王禅寺にある「王

　禅寺エコ暮らし環境館」、高津区の高津市民館内にある「ＣＣかわさき交流コーナー」　

　などの環境教育・環境学習拠点を有効に活用し、特に持続可能性への取組を掲げる東京

　2020 オリンピック・パラリンピック大会を契機とした情報発信の強化などに取り組ん

　でいく。

　　さらに、川崎市地球温暖化防止活動推進員をはじめとした地球温暖化防止活動に取り

　組むリーダーの育成などを推進していく。

2　環境教育・環境学習の推進
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①　大規模事業者における温室効果ガス排出量の削減の推進

　　これまで、条例に基づく事業活動地球温暖化対策計画書・報告書制度を効果的に運用

　することで、事業者の自主的な取組を促し、温室効果ガス排出量を削減してきた。

　　しかしながら、依然として産業系からの排出量が７割を超える川崎市において、大規

　模事業者における取組は重要であることから、環境性能の優れた設備等の導入やさらな

　る自主的な取組を推進する必要がある。このため、事業活動地球温暖化対策計画書・報

　告書制度において優れた取組を行った事業者の表彰等により、大規模事業者における温

　室効果ガス排出量の削減に取り組んでいく。

　　また、神奈川県と連携し、地球温暖化係数の大きい代替フロン類等の削減に向けた啓

　発も進めていく。

②　中小規模事業者における温室効果ガス排出量の削減の推進

　　中小規模事業者については、専門的な知識や資金面での支援を行うことで、温室効果

　ガス排出量の削減の取組に繋がることが期待できる。このため、事業所の省エネルギー

　診断や、省エネ機器等への補助などにより温室効果ガス削減を促す支援を行っていく。

Ⅱ　低炭素な事業活動のまち
施策の基本的方向

1　事業活動における温室効果ガス排出量削減の推進
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③　スマートコンビナート等の推進

　　京浜臨海部には、石油精製、石油化学、鉄鋼、化学、電気・ガスなどの素材・エネル

　ギー産業が立地しており、様々な企業間連携が可能な環境がある。

　　これまでも、千鳥・夜光地区コンビナート内で火力発電所の蒸気を活用する取組や川

　崎エコタウンでの資源循環の高度化などが進められてきており、今後も、未利用エネル

　ギーの活用や資源循環型社会の構築など、地域特性を活かした取組を進めていく。

①　市施設における温室効果ガス排出量の削減の推進

　　市役所は、市民・事業者に率先して温室効果ガス排出量削減に努める必要があり、施

　設の省エネルギー診断に基づく運用改善、災害時等にも活用できる太陽光発電設備と蓄

　電池の導入、新築・改築時における高効率機器導入、緑化などの環境配慮の取組を推進

　していく。

　　また、省エネルギー化と維持管理費の低減を図るＥＳＣＯ事業について、既存施設の

　設備改修に活用が可能な場合には導入するなど、民間のノウハウを活用した取組を推進

　していく。

　　さらに、下水処理や廃棄物処理においては、その過程においてエネルギー使用に由来

　しない温室効果ガスの排出があり、これらの対策もあわせて推進していく。

②　公用車における次世代自動車の導入等の推進

　　川崎市環境配慮契約推進方針や川崎市グリーン購入推進方針に基づき、電気自動車（Ｅ

　Ｖ）や燃料電池自動車（ＦＣＶ）などの環境に配慮した次世代自動車の導入を進めると

　ともに、エコドライブを推進するなど、公用車における地球温暖化対策に取り組んでいく。

2　市役所の率先取組の推進
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③　環境に配慮した契約や物品購入の推進

　　経済性に留意しつつ価格以外の多様な要素も考慮し、環境に配慮した契約や調達を

　行うことは、環境に配慮した物品等が市場において一層普及していくことにつながって

　いく。

　　このため、川崎市グリーン購入推進方針に基づく環境に配慮した物品・サービスの調

　達や、川崎市環境配慮契約推進方針に基づき、電気事業者の環境配慮の取組を評価した

　環境配慮電力入札など、契約時における競争性を確保しながら、環境性能も含め総合的

　に評価する取組を推進する。
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①　エネルギーの地産地消・自立分散の推進

　　これまで、住宅、事業場等での太陽光発電設備の設置や臨海部における大規模太陽光

　発電所整備など、太陽光をはじめとした再生可能エネルギーの導入を推進してきた。再

　生可能エネルギーは、災害時に活用できる電源にもなることから、蓄電池を併せた導入

　や、電気自動車の蓄電機能を活用し、電力を住宅と融通するＶ２Ｈ（Vehicle to Home）

　等の導入を進める。また、これらの取組とあわせてコージェネレーションシステムを有

　効活用することにより、エネルギーの地産地消・自立分散を推進していく。

②　エネルギーの最適利用の推進

　　エネルギー分野におけるＩＣＴの活用が進展してきており、エネルギーマネジメント

　システム（ＥＭＳ）によるエネルギー消費量の削減や電力使用のピークカットなど、エ

　ネルギーの最適利用を推進していく。

　　また、様々な都市機能の効率的な集約化等による環境にやさしく利便性の高いコンパ

　クトな都市の形成や、開発事業における環境配慮など、エネルギーが効率的に利用され

　る低炭素都市づくりを推進していく。

Ⅲ　再生可能エネルギー等の導入とエネルギーの
最適利用による低炭素なまち

施策の基本的方向

1　再生可能エネルギー等の導入とエネルギーの最適利用の推進
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① 創エネ
エネルギーを創る

エネルギーの地産地消・自立分散、建築物の省エネ化・ゼロエネ化のイメージ

エネルギーを減らす

② 省エネ
エネルギーを蓄える

③ 蓄エネ

①太陽光発電

②燃料電池

③蓄電池

③蓄電池

EV・PHV

V2Hとして活用

②HEMS

②省エネ設備機器

③　次世代エネルギー等の導入の推進

　　川崎市では、次世代エネルギーとして期待される水素について、事業者と連携し水素

　に関する実証事業等を行っており、将来の温室効果ガス排出量の大幅な削減に向けて水

　素利用を推進していく。また、廃棄物発電の活用など、未利用エネルギーなどの活用も

　進めていく。

①　新築建築物の省エネ化・ゼロエネ化の推進

　　住宅や事業用のビルなどの建築物は、建設後の使用年数も長く建築時における対策が

　重要である。このため、建築物省エネ法やＣＡＳＢＥＥ川崎などの法令等に基づく取組

　にくわえ、ＬＥＤ照明やコージェネレーションシステム、燃料電池などの高効率機器の

　導入により、創エネ・省エネ・蓄エネの総合的な取組を進めることで、新築建築物の省

　エネ化等を推進する。

　　また、ＺＥＨ（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス）等のゼロエネルギー建築物や、

　資材製造・建築段階から解体・再利用まで含めたライフサイクル全体で二酸化炭素排出

　量がマイナスになるライフサイクル・カーボン・マイナス住宅などの普及も進めていく。

②　既築建築物のエネルギー性能の向上の推進

　　既築建築物は、空調、照明などの省エネ化や再生可能エネルギー機器等の導入といっ

　た創エネ・省エネ・蓄エネ化を進めることなどにより、エネルギー性能の向上を推進し

　ていく。

2　建築物のエネルギー性能の向上
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10 
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8 9 

…  
 
…  

①　環境にやさしい交通ネットワークの整備の推進

　　都市計画道路などの道路整備等や立体交差事業の推進により環境にやさしい交通ネッ

　トワークの整備を進めるとともに、物流の効率化・モーダルシフトなどの自主的な取組

　を推進していく。

　　また、自転車ネットワークの構築を推進していく。

②　公共交通機関の利便性向上の推進

　　路線バスサービスの充実、駅前や駅周辺地域の交通環境の整備、鉄道ネットワークの

　機能強化などにより、公共交通機関の利便性向上を推進していく。

③　次世代自動車等の普及の推進

　　電気自動車（ＥＶ）・プラグインハイブリッ

　ド自動車（ＰＨＶ）・燃料電池自動車（ＦＣＶ）

　などの次世代自動車（乗用車・トラック・バス）

　や低公害・低燃費車の普及とともに、エコドラ

　イブなどにより、自動車における対策を推進し

　ていく。

　　また、電気自動車の蓄電機能を活用したＶ２Ｈ

　（Vehicle to Home）等の導入を促し、電気自動

　車の新たな付加価値の創出・普及を図るととも

　に、次世代自動車の普及に向けた利用環境の整

　備なども推進していく。
充電ステーション設置状況

）

Ⅳ　低炭素な交通環境のまち
施策の基本的方向

1　交通における温室効果ガス排出量削減の推進
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事業所の緑化による

風の道の形成

緑の将来像図

①　樹林地・農地の保全と緑化の推進

　　多摩丘陵軸、多摩川崖線軸の緑をはじめ、市街地に残る身近な緑や里山・水辺地と一

　体となった緑の保全、回復、育成と農業振興地域及び生産緑地地区等における農地の保

　全・活用や「農」とのふれあいを推進していく。

　　また、緑化推進重点地区や地域緑化推進地区などにおける地域緑化と、公共公益施設

　や事業所による緑化を推進していく。

②　公園緑地の整備の推進

　　公園緑地は良好な都市環境の形成に資するものであり、地域特性に応じて、特色のあ

　る公園緑地の整備や身近な公園の整備を推進していく。

③　水辺空間の活用の推進

　　運河や多摩川などの水辺地環境の保全・整備と活用、さらには臨海

  部の緑化地の創出と連携した風の道の形成を推進していく。

Ⅴ　多様なみどりが市民をつなぐまち
施策の基本的方向

1　緑地の保全・緑化等の推進
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①　市民生活における廃棄物の３Ｒの推進

　　市民生活における３Ｒの実践に向け、廃棄物減量指導

　員等との連携やごみゼロカフェなどの市民参加による普

　及啓発を進め意識向上を図るとともに、リサイクル体制

　の整備・拡充などを推進していく。

②　事業活動における廃棄物の３Ｒの推進

　　事業活動における３Ｒ推進に向け、３Ｒに取り組む店舗等に係る認定制度の普及、食

　品ロス対策、事業系資源物のリサイクルルートの拡充などの事業系一般廃棄物の対策や、

　廃棄物自主管理事業、各種リサイクル法の適切な運用などの産業廃棄物の対策を推進し

　ていく。

③　廃棄物処理における温室効果ガス排出量の削減の推進

　　廃棄物処理における温室効果ガス排出量の削減に向け、環境にやさしいごみ輸送や処

　理センターの整備によるごみ発電事業等の余熱利用を推進するとともに、廃棄物発電の

　新たな活用の検討などを進めていく。

ごみゼロカフェの様子

 

 

 

 

 

 

 

4 

1 

3 

2 

 

 

 

 

市内のごみ処理センター

Ⅵ　低炭素な循環型のまち
施策の基本的方向

1　循環型社会形成の推進
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①　治水・水害対策の推進

　　気候変動による短時間強雨に対応するため、

　洪水に対応した河道整備や雨水流出抑制施設等

　を活用した流域対策、また防災意識の向上など、

　総合的な治水・浸水対策を推進していく。

②　熱中症対策の推進

　　気温上昇による熱中症を予防するため、熱中症患者の発生状況の把握、健康情報の提

　供による普及啓発など、子どもや高齢者等への熱中症対策を推進していく。

③　感染症対策等の推進

　　蚊が媒介する感染症対策として、蚊の発生

　を防ぐ対策等を進めていく。

④　暑熱対策（ヒートアイランド対策含む）の

　推進

　　暑熱環境の緩和に資する緑・水の確保、地

　表面被覆の改善、風の道の形成や排熱の抑制

　等の対策を推進していく。

⑤　気候変動に関する観測・分析、調査研究等の推進

　　市内の気温や降水量の継続的な測定による気候変動状況の把握や暑熱に関する調査・

　研究を実施し、市民・事業者に対する情報提供を推進していくとともに、国の適応計画

　に示された取組について、川崎市の特性を踏まえながら適切に対応していく。

臨海部の風の道のイメージ

Ⅶ　気候変動に適応し安全で健康に暮らせるまち
施策の基本的方向

1　気候変動適応策の推進

01-64-本文_1.indd   4201-64-本文_1.indd   42 2018/03/21   14:112018/03/21   14:11



43

自立型水素エネルギー供給システム

（JR 武蔵溝ノ口駅）

①　環境技術の普及と次世代技術の開発等の推進

　　気候変動の影響を低減していくには、地球規模で

　温暖化対策を進める必要がある。このため、川崎の

　特徴である環境技術・環境産業を活かし、川崎国際

　環境技術展などの展示会、イベント等を通じて、低

　ＣＯ２川崎ブランドなどの地球温暖化対策等に資す

　る製品・技術等の普及とともに、事業者との協働に

　よる環境分野における新たな事業化アイデア獲得な

　どを推進していく。

　　また、ナノ・マイクロ技術、水素に関する技術、

　ＩｏＴの活用など、川崎のポテンシャルを活かした

　産学公民連携による次世代技術の技術開発や社会実

　装を目指す取組への支援を進めていく。

②　環境技術を活かした国際貢献の推進

　　ＪＩＣＡ等の国際機関と連携した環境技術の海外展開や、海外からの視察・研修の受

　け入れを行うことで、川崎市が持つ環境技術等により、国際貢献を推進していく。

①　環境に関する総合的な研究の推進

　　将来の大幅な温室効果ガス排出量削減に向けては、新たな環境技術や環境産業を生み

　出していく必要があり、産学公民連携による共同研究事業や環境技術情報の収集・発信

　を進めていく。

Ⅷ　環境技術・環境産業で貢献するまち
施策の基本的方向

1　環境技術・環境産業による貢献の推進

2　環境に関する総合的な研究の推進
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第６章　推進体制及び進行管理

1　推進体制
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図 6-1-1　推進体制図 6-1-1　推進体制

（法第38条） （法第37条）
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ア　計画（Ｐｌａｎ）

基本計画で示された目標を踏まえ、具体的な措置を定める実施計画を策定する。

イ　実施（Ｄｏ）

市民・事業者・行政自らの取組や、協働の取組を実施する。

ウ　点検・評価（Ｃｈｅｃｋ）

毎年度、温室効果ガス排出量の推計を実施し、各種指標や具体的な取組結果を取

　りまとめ、川崎市地球温暖化対策推進計画年次報告書を作成、公表する。

エ　見直し（Ａｃｔｉｏｎ）

点検・評価の結果を踏まえた実施計画の見直し、取組内容の強化等を行う。

2　進行管理等
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4

図 6-2-1　基本計画の進行管理手法及び進行管理体制等のイメージ図 6-2-1　基本計画の進行管理手法及び進行管理体制等のイメージ

01-64-本文_1.indd   4701-64-本文_1.indd   47 2018/03/21   14:112018/03/21   14:11



48

・川崎市地球温暖化対策推進基本計画の改定の考え方

について（諮問）及び川崎市地球温暖化対策推進基

本計画改定部会の設置について

・前回の部会での質問事項について

・「川崎市地球温暖化対策推進基本計画」の改定に向け

た考え方について

・「川崎市地球温暖化対策推進基本計画」の改定の基本

的な考え方について

・「川崎市地球温暖化対策推進基本計画」の改定の基本

的な考え方について（中間報告）

・「川崎市地球温暖化対策推進基本計画」の体系について

・基本的方向ごとの具体的な取組の方向性について

・部会報告書（案）について

・答申案審議

・川崎市地球温暖化対策推進基本計画の改定の考え方

について（答申）

・基本的方向ごとの具体的な取組の方向性について

・推進体制と進行管理について

・「川崎市地球温暖化対策推進基本計画」の体系について

・部会報告書総論部分について

・部会長・副部会長の選出について

・部会における審議事項及びスケジュールについて

・現行計画の取組状況及び今後の取組の方向性について

付　属　資　料
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日本全体の傾向（環境省・気象庁（2014））

●年平均気温は、全国的に上昇する
　「厳しい温暖化対策を取った場合」=21 世紀末には、現在気候との比較で
　0.5 ～ 1.7℃上昇
　「厳しい温暖化対策を取らなかった場合」=21 世紀末には、現在気候との
　比較で 3.4 ～ 5.4℃上昇
●低緯度より高緯度の気温上昇が大きい傾向がみられる

川崎市周辺の傾向

●年平均気温はいずれのシナリオでも上昇する
　「厳しい温暖化対策を取った場合」=21 世紀末には、現在気候との比較で、
　0.4 ～ 1.6℃上昇
　「厳しい温暖化対策を取らなかった場合」=21 世紀末には、現在気候との
　比較で、3.2 ～ 5.0℃上昇
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日本全体の傾向（環境省・気象庁（2014））

●日最高気温・日最低気温とも、全国的に上昇する
●日最低気温のほうが、わずかに上昇幅が大きくなる
　「厳しい温暖化対策を取らなかった場合」=21 世紀末には、現在気候との
　比較で、日最高気温 3.3 ～ 5.3℃上昇、日最低気温 3.5 ～ 5.5℃上昇（全国
　平均・年平均）

日本全体の傾向（環境省・気象庁（2014））

●真夏日の日数は、全国的に増加する
●特に西日本や沖縄・奄美で増加幅が大きくなる

川崎市周辺の傾向

●日最高気温・日最低気温とも上昇する
●日最低気温のほうが、わずかに上昇幅が大きくなる
　「厳しい温暖化対策を取らなかった場合」=21 世紀末には、現在気候との
　比較で、日最高気温 3.1 ～ 5.0℃上昇、日最低気温 3.2 ～ 5.1℃上昇（南関
　東エリア平均・年平均）

川崎市周辺の傾向

●真夏日はいずれのシナリオでも増加する

真夏日の日数については、現在気候では年間約40日程度となっているが、将来
予測では、21世紀末には、厳しい温暖化対策を取った場合でも約16日の増加、
厳しい温暖化対策を取らなかった場合には約62日も増加する可能性がある。
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日本全体の傾向（環境省・気象庁（2014））

●年降水量は、増加するケースと減少するケースがあり、有意な傾向は見ら
　れない

日本全体の傾向（気象庁（2013））

●短時間強雨の発生頻度は全国的に増加する

川崎市周辺の傾向

●年降水量は、増加するケースと減少するケースがあり、有意な傾向は見ら
　れない

川崎市周辺の傾向

●短時間強雨の発生頻度は増加する
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日本全体の傾向（環境省・気象庁（2014））

●降雪量は、全国的に減少する。特に東日本日本海側で減少量が大きくなる

川崎市周辺の傾向

●降雪量はいずれのシナリオでも減少する
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用語解説

【あ行】
イノベーション
　経済や産業などの発展につながる、技術や仕組み
の革新。

エコドライブ
　急発進や急加速をしない、アイドリングストップ
の励行など環境に配慮した運転方法。CO2や排気ガ
スを抑制する環境改善効果があり、また、燃料代の
節約効果もある。さらに、穏やかな運転につながり、
事故防止の効果も期待できる。

エコファサード
　一般に、建築物の外観部分に庇（ひさし）、日射遮
蔽ルーバー、自然採光、壁面緑化、ペアガラスなど
を用いて、自然風利用、省エネルギーなどに配慮し
て建築物を施工すること。

エネルギーの使用の合理化等に関する法律
（省エネ法）
　石油危機を契機に 1979 年に制定。内外における
エネルギーをめぐる経済的社会的環境に応じた燃料
資源の有効な利用の確保に資するため、工場等、輸送、
建築物及び機械器具等についてのエネルギーの使用
の合理化に関する所要の措置、電気の需要の平準化
に関する所要の措置その他エネルギーの使用の合理
化等を総合的に進めるために必要な措置を講ずるこ
ととし、もって国民経済の健全な発展に寄与するこ
とを目的としている。

エネルギー起源CO2

　二酸化炭素の排出には、エネルギーの消費に伴う
ものと、それ以外のものとの 2種類がある。前者は、
燃料の使用、他人から供給された電気の使用、他人
から供給された熱の使用などに伴う排出であり、こ
れをエネルギー起源CO2と言う。

エネルギーマネジメントシステム（EMS）
　センサーや ICT 技術を駆使して、電力使用量の見
える化（可視化）を行うことで節電につなげたり、
再生可能エネルギーや蓄電池等の機器の制御を行っ
て効率的なエネルギーの管理・制御を行うためのシ
ステムのこと。対象によってHEMS（家庭のエネル
ギー管理システム）、BEMS（建築物のエネルギー管
理システム）、FEMS（工場のエネルギー管理システ

ム）、CEMS（地域のエネルギー管理システム）など
と称される。

温室効果ガス
　大気中の二酸化炭素やメタンなどのガスは太陽か
らの熱を地球に封じ込め、地表を暖める働きがある。
これらのガスを温室効果ガスという。地球温暖化
対策の推進に関する法律では、二酸化炭素（CO2）、
メタン（CH4）、一酸化二窒素（N2O）、ハイドロフル
オロカーボン類（HFCs）、パーフルオロカーボン類
（PFCs）、六ふっ化硫黄（SF6）及び三ふっ化窒素
（NF3）の 7種類の温室効果ガスが規定されている。

【か行】
活動量
　生産量、世帯数、延べ面積など、各部門において
排出活動の規模を示すもの。

川崎市建築物環境配慮制度（CASBEE川崎）
　サステナブル（持続可能な）建築物を普及促進す
るため、建築物の建築に際し、建築主に対して環境
への配慮に関する自主的な取組を促し、地球温暖化
その他環境への負荷の低減を図ることを目的とし、
2006 年 10月から実施している。

川崎市地球温暖化防止活動推進員
　地球温暖化対策の推進に関する法律第 37 条の規
定に基づき、川崎市内で地球温暖化防止に関する実
践活動や普及啓発活動を積極的・自主的に取り組む
リーダー的存在。川崎市では、2011 年度から募集
を開始した。

川崎市地球温暖化防止活動推進センター
　地球温暖化対策の推進に関する法律第 38 条の規
定に基づき、川崎市内における地球温暖化防止に関
する活動を支援する役割を担う能力と意欲を有する
民間の団体を川崎市が指定するもの。

川崎メカニズム認証制度
　川崎の特徴・強みである優れた環境技術を活かし
た地球規模での温室効果ガスの排出削減を推進する
ため、市内企業の環境技術が市域外で温室効果ガス
の削減に貢献している量（域外貢献量）を「見える化」
し、企業が市場で適切に評価される仕組み。2013
年度から実施している。
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環境配慮契約
　契約を結ぶ際に、価格に加えて環境性能を含めて
総合的に評価し、もっとも優れた製品やサービス等
を提供する者と契約する仕組みであり、もって、環
境保全の技術や知恵が経済的にも報われる、新しい
経済社会を構築することを目指すもの。
　2007 年 11 月に環境配慮契約法（国等における
温室効果ガス等の排出削減に配慮した契約の推進に
関する法律）が施行され、地方公共団体等において
は努力義務として規定されたことから、川崎市では
2010 年 4 月から川崎市環境配慮契約推進方針を毎
年度策定し、環境に配慮した契約を推進している。

気候変動
　気候は様々な要因により、様々な時間スケールで
変動している。
　気候変動の要因には自然の要因と人為的な要因が
ある。自然の要因には大気自身に内在するもののほ
か海洋の変動、火山の噴火によるエーロゾル（大気
中の微粒子）の増加、太陽活動の変化などがある。
一方、人為的な要因には人間活動に伴う二酸化炭素
などの温室効果ガスの増加やエーロゾルの増加、森
林破壊などがある。二酸化炭素などの温室効果ガス
の増加は、地上気温を上昇させ、森林破壊などの植
生の変化は水の循環や地球表面の日射の反射量に影
響を及ぼす。
　近年は大量の石油や石炭などの化石燃料の消費に
よる大気中の二酸化炭素濃度の増加による地球温暖
化に対する懸念が強まり、人為的な要因による気候
変動に対する関心が強まっている。

クールスポット
　地域緑化、樹林地等の保全、公園緑地等の整備、
農地の保全・活用等による緑・水の確保、屋上・壁
面緑化等を通じた地表面被覆の改善を通じて、クー
ルスポットとなる緑の保全・創出、風の道の形成を
進めていくことが重要である。人が通行や休憩等を
する際の暑さを緩和するため、微細ミスト設備、散
水設備、ひさし、緑などが配置された場所のことを
言う場合もある。

グリーン購入
　製品やサービスを購入する際に、環境を考慮して、
必要性をよく考え、環境への負荷ができるだけ少な
いものを選んで購入すること。グリーン購入は、消
費生活など購入者自身の活動を環境にやさしいもの
にするだけでなく、供給側の企業に環境負荷の少な
い製品の開発を促すことで、経済活動全体を変えて

いく可能性を持っている。
　2001 年 4 月にグリーン購入推進法（国等による
環境物品等の調達の推進等に関する法律）が施行さ
れ、地方公共団体等においては努力義務として規定
されたことから、川崎市では、「川崎市グリーン購入
推進方針」を年度ごとに策定し、グリーン購入を推
進している。

建築物省エネ法
　2015 年 7 月 8日に「建築物のエネルギー消費性
能の向上に関する法律」が公布された。この法律では、
建築物のエネルギー消費性能の向上を図るため、住
宅以外の一定規模以上の建築物のエネルギー消費性
能基準への適合義務の創設、エネルギー消費性能向
上計画の認定制度の創設等の措置が規定されている。

原油換算
　異なるエネルギー量を共通の尺度で比較するため、
原油の発熱量（発熱量 1,000 万 kJ を原油 0.258kL
と換算）を用いて、原油の量（リットル）に換算し
たもの。

コージェネレーションシステム
　熱と電気を同時に供給することができる熱電併給
システムのこと。ガスエンジン、ガスタービン、ディー
ゼルエンジンなどの原動機を使って発電を行いなが
ら、同時に発生する排熱を給湯、暖房、冷房などに
利用することができる。

国連気候変動枠組条約
　大気中の温室効果ガスの増大が地球を温暖化し自
然の生態系等に悪影響を及ぼすおそれがあること
を背景に、大気中の温室効果ガスの濃度を安定化
させることを目的として、1992 年の地球サミット
（UNCED、リオ・デ・ジャネイロ）で署名のため開
放された条約。1994年に発効。日本を含む197の国・
地域が締結（2018 年 1月現在）。

【さ行】
再生可能エネルギー
　エネルギー供給高度化法において、「エネルギー源
として永続的に利用することができると認められる
もの」として、太陽光、風力、水力、地熱、太陽熱、
大気中の熱その他の自然界に存する熱、バイオマス
が規定されている。再生可能エネルギーは、資源が
枯渇せず繰り返し使え、発電時や熱利用時に地球温
暖化の原因となる二酸化炭素をほとんど排出しない
エネルギーである。

01-64-本文_1.indd   5801-64-本文_1.indd   58 2018/03/21   14:112018/03/21   14:11



59

事業活動地球温暖化対策計画書
　温室効果ガスの排出量が、相当程度多い事業者が、
提出する計画書。対象事業者は、①市内に設置して
いるすべての事業所における原油換算のエネルギー
使用量の前年度の合計が 1,500kL 以上の事業者（フ
ランチャイズチェーンは、市内における本部及び加
盟店を合算する。）、②市内の事業活動に伴う自動車
の使用台数が 100 台以上の事業者、③市内に設置し
ている全ての事業所における温室効果ガス（二酸化
炭素については、エネルギーの使用に伴うものを除
く。）の種類ごとの排出の量の前年度における合計が
二酸化炭素の量に換算して 3,000t 以上の事業者と
なっている。策定事項は、温室効果ガスの排出の量、
その削減目標及び当該目標を達成するための措置。

次世代自動車
　燃料電池自動車、電気自動車、ハイブリッド自動
車、プラグインハイブリッド自動車、天然ガス自動車、
クリーンディーゼル自動車のこと。

循環型社会
　廃棄物等の発生抑制、循環資源の循環的な利用及
び適正な処分が確保されることによって、天然資源
の消費を抑制し、環境への負荷ができる限り低減さ
れる社会。

食品ロス
　食べられる状態であるにもかかわらず廃棄される
食品。小売店での売れ残り・期限切れ、製造過程で
発生する規格外品、飲食店や家庭での食べ残し・食
材の余りなどが主な原因。

暑熱対策
　身体に影響を与える夏の暑さ環境のことを「暑熱
環境」という。夏の街なかで熱く感じるのは、気温
に加え、周りの建物・道路等から熱を受けるためで
ある。屋外や半屋外などを対象とし、光や水、風な
どの自然の力を活かして暑さをコントロールする対
策手法がある。

水素エネルギー
　水素は、再生可能エネルギーをはじめ多様なエネ
ルギー源から製造が可能であり、様々な形態で貯蔵・
輸送できることに加え、利用段階で二酸化炭素の排
出がないことから、地球温暖化対策などに資するエ
ネルギーとして期待されている。

生物多様性
　自然生態系を構成する動物、植物、微生物など地
球上の豊かな生物種の多様性とその遺伝子の多様性、
そして地域ごとの様々な生態系の多様性をも意味す
る包括的な概念。

【た行】
代替フロン
　オゾン層破壊物質としてモントリオール議定書に
より生産が全廃された特定フロンを代替するために
開発された物質のことで、代表的な代替フロンとし
てはハイドロフルオロカーボン（ＨＦＣ）などがある。
オゾン層破壊効果はないものの、高い温室効果を有す
るため、排出を抑制するとともに、ノンフロンや温室
効果の低い物質にしていくことが重要となっている。

脱炭素社会
　パリ協定に規定された「今世紀後半に温室効果ガ
スの人為的な排出量と吸収源による除去量との均衡
を達成する」という 2℃目標を目指し、世界全体の
人為的な排出量を実質的にゼロにした社会をいう。

地球温暖化係数
（GWP:Global Warming Potential）
　温室効果ガスは、その種類によって、「地球の温暖
化をもたらす程度」が異なる。各温室効果ガスの「地
球の温暖化をもたらす程度」が、二酸化炭素の「地
球の温暖化をもたらす程度」の何倍に当たるかを表
した数値のこと。二酸化炭素に比べメタンは 25倍、
一酸化二窒素は 298 倍、代替フロン等は最大で数万
倍の温暖化の能力がある。

長期エネルギー需給見通し
　国がエネルギー基本計画の方針に基づき、エネル
ギー政策の基本的視点である、安全性、安定供給、
経済効率性及び環境適合について達成すべき政策目
標を想定した上で、政策の基本的な方向性に基づい
て施策を講じたときに実現されるであろう将来のエ
ネルギー需給構造の見通しであり、あるべき姿を示
すもの。

低CO2川崎ブランド
　川崎市では、ライフサイクル全体（原材料調達か
ら廃棄・リサイクルまで）でCO2削減に貢献する川
崎市の製品・技術等を評価し、広く発信することを
通して地球温暖化防止を図るため、従来製品等と比
較し、CO2がより削減された川崎発の製品・技術等
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を「低CO2川崎ブランド」として認定している。また、
特に優れたものを「低CO2川崎ブランド大賞」とし
て選定し、表彰している。

電気自動車（EV:Electric Vehicle）
　ガソリン自動車はガソリンをエンジンで燃焼させ、
車を駆動させるのに対して、電気自動車は電動モー
ターで車を駆動させる。

電力排出係数
　電気の供給 1kWh あたりの二酸化炭素排出量を示
したもの。電気事業者ごとに異なる。「特定排出者の
事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関す
る省令」に基づく実排出係数と温室効果ガス算定排
出量等の報告等に関する命令」に基づく調整後排出
係数がある。

【な行】
ナノ・マイクロ技術
　ナノ・マイクロ技術は、医療や環境、エネルギー
など生活や社会への関わりが深い分野での事業化が
期待されている。川崎市では、超微細（ナノ・マイクロ）
技術を核に産学官連携で新産業創出に取り組む活動
を支援している。

燃料電池
　水素と酸素を科学反応させて、直接、電気を発電
する装置。「電池」という名前はついているが、蓄電
池のように充電した電気を溜めておくものではない。
燃料電池の燃料となる水素は、天然ガスやメタノー
ルを改質して作るのが一般的。酸素は、大気中から
取り入れる。また、発電と同時に熱も発生するため、
その熱を活かすことでエネルギーの利用効率を高め
られる。

燃料電池自動車（FCV:Fuel Cell Vehicle）
　燃料電池を搭載した電気自動車のこと。ガソリン
駆動車に比べてエネルギー効率が高いのが特徴。排
出されるのは水だけで、CO2や NOx、SOx などの温
室効果ガス・大気汚染物質が排出されないため、「究
極のエコカー」とも言われている。

【は行】
ヒートアイランド現象
　都市域において、人工物の増加、地表面のコンク
リートやアスファルトによる被覆の増加、それに伴
う自然的な土地の減少、さらに冷暖房などの人工排

熱の増加により地表面の熱収支バランスが変化し、
都心域の気温が郊外に比べて高くなる現象。この現
象は、都市及びその周辺の地上気温分布において、
等温線が都市部を中心として島状に市街地を取り巻
いている状態により把握することができるため、ヒー
トアイランド（熱の島）といわれる。

部門（次の各部門の用語を参照）
　【エネルギー転換部門】
　発電所や熱供給事業所、石油製品製造業等にお
ける自家消費分及び送配電ロス等に伴う排出。た
だし、発電所の発電や熱供給事業所の熱生成のた
めの燃料消費に伴う排出は含まない。

　【産業部門】
　製造業、建設業・鉱業、農林水産業における工
場・事業場のエネルギー消費に伴う排出。ただし、
自家用自動車からの排出は、運輸部門（自動車（旅
客））で計上する。

　【民生部門（家庭系）】
　家庭におけるエネルギー消費に伴う排出。

　【民生部門（業務系）】
　事務所・ビル、商業・サービス業施設のほか、
他のいずれの部門にも帰属しないエネルギー消費
に伴う排出。

　【運輸部門】
　自動車（貨物・旅客）、鉄道、船舶及び航空機に
おけるエネルギー消費に伴う排出。

　【廃棄物部門】
　廃棄物の焼却処分、埋立処分及び排水処理に伴
い発生する排出、並びに廃棄物の焼却、製品の製
造の用途への使用、廃棄物燃料の使用に伴い発生
する排出（原燃料使用等）。

　【工業プロセス部門】
　工業材料の化学変化に伴う排出。

プラグインハイブリッド自動車
（PHV:Plug-in Hybrid Vehicle）
　コンセントから直接充電できる機能を持ったハイ
ブリッド自動車のこと。

分散型電源
　電力需要地の近くに分散して配置される小規模な
電源。太陽光等の再生可能エネルギーを利用する発
電設備、ガスコージェネレーション、燃料電池等が
ある。これに対して、需要地から離れた場所にある
大規模な原子力発電、火力発電や水力発電などを集
中型電源と呼ぶ。
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【ま行】
未利用エネルギー
　河川水・下水等の温度差エネルギー（夏は大気よ
りも冷たく、冬は大気よりも暖かい水）や、工場等
の排熱といった、今まで利用されていなかったエネ
ルギーの総称。

メガソーラー発電
　発電容量が 1MW以上である、地上設置型の大規
模な太陽光発電施設。

モーダルシフト
　鉄道・内航海運等のより環境負荷の小さい輸送モー
ドの活用により、二酸化炭素排出量削減等の環境負
荷軽減を図る対策の総称。

【ら行】
ライフサイクル・カーボン・マイナス住宅
　住宅の長い寿命の中で、建設時、運用時、廃棄時
において、できるだけの省CO2に取り組み、かつさ
らに太陽光発電などを利用した再生可能エネルギー
の創出により、住宅建設時のCO2排出量も含め生涯
でのCO2の収支をマイナスにする住宅。

【数字・アルファベット】
3R（スリーアール）
　リデュース（Reduce）: 廃棄物の発生抑制、リユー
ス（Reuse）: 再使用、リサイクル（Recycle）: 再生
利用の 3つの Rの総称。ごみを限りなく減らし、ご
みの焼却や埋立処理による環境への負荷を低減する
とともに、資源を有効的に繰り返し使う社会（循環
型社会）を実現するためのもの。

CCかわさき
　川崎の地球温暖化対策を表しており、CCはカー
ボンチャレンジ（CARBON CHALLENGE）、クー
ルチョイス（COOL CHOICE）、気候変動への適応
（adaptation to CLIMATE CHANGE）の略。

CCかわさき交流コーナー
　川崎市では、市内の地球温暖化防止活動の推進拠
点として、2011 年 1月より高津市民館内に「CCか
わさき交流コーナー」を開設し、日常的な地球温暖
化に関する相談窓口、普及啓発、情報交流・発信を行っ
ている。

COP（Conference of the Parties）
　国連気候変動枠組条約締約国会議。1995 年ドイ
ツのベルリンで第 1回締約国会議（COP1）が開催
されて以来、毎年開催されている。

ESCO（Energy Service Company）事業
　省エネルギー改修にかかる費用を光熱水費の削減
分で賄う事業。事業者は省エネルギー効果の保証等
により顧客の省エネルギー効果（メリット）の一部
を報酬として受取る事業。

ICT（Information and Communications 
Technology）
　情報通信技術。我が国が抱える様々な課題（地域
経済の活性化、社会保障費の増大、大規模災害対策
等）に対応するため、社会の様々な分野（農林水産業、
地方創生、観光、医療、教育、防災、サイバーセキュ
リティ等）における ICT の効果的な利活用が不可欠
となっている。

IoT（Internet of Things）
　自動車、家電、ロボット、施設などあらゆるモノ
がインターネットにつながり、情報のやり取りをす
ることで、モノのデータ化やそれに基づく自動化等
が進展し、新たな付加価値を生み出す。

IPCC（Intergovernmental Panel on Climate 
Change）
　人為起源による気候変化、影響、適応及び緩和方策
に関し、科学的、技術的、社会経済学的な見地から
包括的な評価を行うことを目的として、1988 年に世
界気象機関（WMO）と国連環境計画（UNEP）によ
り設立。IPCC総会の下に、第1作業部会（科学的根拠）、
第2作業部会（影響・適応・脆弱性）、第3作業部会（緩
和策）、温室効果ガス目録に関するタスクフォースが
あり、各国政府を通じて推薦された科学者が参加し、
気候変動に関する科学研究から得られた最新の知見
を評価し、評価報告書にまとめて公表している。

JICA（Japan International Cooperation 
Agency）
　独立行政法人国際協力機構。日本の政府開発援助
（ODA）を一元的に行う実施機関。途上国の行政官や
技術者を日本に招いて研修を行ったり、逆に日本か
ら技術者を派遣したりといった専門技術的なものの
ほかに、無償資金協力や青年海外協力隊の派遣、ま
た災害時の緊急援助なども行っている。
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PDCA（plan-do-check-act）サイクル
　事業等の活動の管理を円滑に進める手法の一
つ。Plan（計画）→ Do（実行）→ Check（評価）
→ Action（改善）の 4段落を繰り返すことにより継
続的な改善を実現するもの。

V2X（Vehicle to X）
　自動車（Vehicle）と、他のさまざまな機器やモノ
（X）を通信でつなげることを指す。停電時などに家
庭へ電力を供給するVehicle to Home（V2H）、太陽
光・風力発電からの余剰電力のバッファとして利用
するGrid to Vehicle（G2V）、車両から電力系統に電
力を供給するVehicle to Grid（V2G）の3機能がある。

ZEB（Net-Zero Energy Building）
　ネット・ゼロ・エネルギー・ビル。先進的な建築
設計によるエネルギー負荷の抑制やパッシブ技術の
採用による自然エネルギーの積極的な活用、高効率
な設備システムの導入等により、室内環境の質を維
持しつつ大幅な省エネルギー化を実現した上で、再
生可能エネルギーを導入することにより、エネルギー
自立度を極力高め、年間の一次エネルギー消費量の
収支をゼロとすることを目指した建築物。

ZEH（Net-Zero Energy House）
　ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス。外皮の断熱
性能等を大幅に向上させるとともに、高効率な設備
システムの導入により、室内環境の質を維持しつつ
大幅な省エネルギーを実現した上で、再生可能エネ
ルギーを導入することにより、年間の一次エネルギー
消費量の収支をゼロとすることを目指した住宅。
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エコちゃんず
頭の上に葉っぱの「ろじぃちゃん」（エコロジー）

頭の上にお財布の「のみぃちゃん」（エコノミー）

「低炭素」「資源循環」「自然共生」に配慮した「エコ暮らし」を目指して、日々活動している。
ろじぃちゃん のみぃちゃん

エコちゃんず

川崎市地球温暖化対策推進基本計画
～CCかわさきエコ暮らし・未来へつなげる30プラン～

30施策により2030年度までに30%以上の温室効果ガス削減を目指して

2018年3月発行

発行　川崎市

編集　環境局地球環境推進室

〒210-8577　川崎市川崎区宮本町1番地

電話:044-200-2405
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Eメール:30tisui@city.kawasaki.jp

定価　1,000円（税込）
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